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辞ニ ニ葡涌ゞ語i諦：

繭NQW量，
発行

最高裁事務総局家庭局

?

e l 杵拝

最近成立した法律等の情報は、

随時 しているよ。
不正の兆候がある場合Iさ､速やかに

裁判官や主任書記官等に相議する
ことが大事1被害拡大の防止措置
について検討することになるよ。


